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「 主 張 」（ 臨 時 ）  

「 保 険 毎 日 新 聞 へ の 論 考 『 自 動 運 転 時 代 へ の 自 動 車 保 険 に つ い て  

考 え る 』 の 連 載 開 始 に あ た っ て 」  

 

近 年 、損 害 保 険 の 主 力 商 品 で あ る 自 動 車 保 険 料 の 大 幅 な 値 上 げ が

相 次 い で い る 。自 然 災 害 の 増 加 や 修 理 費 の 高 騰 に よ る 恒 常 的 な 収 支

の 悪 化 が 要 因 で あ る 。同 様 の 傾 向 は 諸 外 国 も 然 り 、消 費 者 の 保 険 離

れ と い っ た 最 悪 の シ ナ リ オ が 懸 念 さ れ る 。他 山 の 石 と し て 損 保 各 社

が 適 切 な 対 応 を 怠 れ ば 経 営 危 機 を 招 く 可 能 性 も 否 定 で き な い 。  

 

我 が 国 の 自 動 車 保 険 の 歴 史 は 古 く 、1 914 年 に 東 京 海 上 保 険 株 式 会

社（ 現 ： 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 ）が 営 業 認 可 を 取 得 し た の

を 嚆 矢 に 、戦 後 の 高 度 成 長 期 、車 両 の 急 激 な 増 加 に 伴 い 交 通 事 故 が

多 発 し て 生 じ た 、い わ ゆ る「 交 通 戦 争 」な ど を 数 々 の 困 難 を 克 服 し

て 現 在 に 至 っ て い る 。一 方 、自 動 車 の 安 全 機 能 は 長 足 の 進 歩 を 遂 げ 、

運 転 者 を 介 さ な い 自 動 運 転 車 の 公 道 走 行 も 実 施 さ れ て い る 。 将 に 、

自 動 車 に 関 わ る 全 産 業 が 大 き な 変 革 の 分 岐 点 に 差 し 掛 か っ て い る 。 

 

さ て 、ト ム ソ ン ネ ッ ト で は 、社 内 に 専 門 分 野 や 課 題 別 に い く つ か

の 研 究 会 を 設 置 し 、保 険 業 界 の 動 向 を 継 続 的 に 調 査 、分 析 し 、そ の

研 究 成 果 を Ｗ ｅ ｂ セ ミ ナ ー 、特 別 講 演 会 、専 門 誌 へ の 寄 稿 、そ し て

出 版 物 な ど を 通 じ て 発 信 し て い る が 、そ の 一 つ に「 自 動 運 転 と 保 険

研 究 会 」 が あ る 。 こ れ ま で 同 研 究 会 は 「 100 年 に 一 度 の 自 動 車 産 業

の 変 化 と 自 動 車 保 険 」を 主 た る テ ー マ に 置 き 、『 図 説  損 害 保 険 ビ ジ

ネ ス 』（ 金 融 財 政 事 情 研 究 会 刊 ） は 第 4 版 に 1 章 を 割 い て 持 論 を 展

開 し た 。さ ら に 、論 考 と し て 、「 自 動 運 転 と 保 険 に つ い て 考 え る ー 米

国 ト ラ ベ ラ ー ズ 白 書 を 読 ん で ー 」 2018 年 12 月 13 日 、「 自 動 運 転 と

保 険 に つ い て 考 え る ー 米 国 Ｋ Ｐ Ｍ Ｇ・マ ッ キ ン ゼ ー 白 書 を 読 ん で ー 」

2023 年 10 月 12 日 、 1 0 月 1 9 日 、 1 0 月 26 日 を 保 険 専 門 誌 イ ン シ ュ

ア ラ ン ス 損 保 版 に シ リ ー ズ と し て 発 表 し て い る 。  

 



今 般 、掲 題 の と お り 、損 生 保 業 界 の 専 門 日 刊 紙 で あ る 保 険 毎 日 新

聞 に 新 た な 研 究 成 果「【 論 考 】自 動 運 転 時 代 へ の 自 動 車 保 険 に つ い て

考 え る 」を ３ 部 構 成 、全 16 回 の 連 載 と し て 同 紙 7 月 23 日 号 よ り 月

2 回 の ペ ー ス で 始 め て い る 。 主 な 項 目 と し て 、  

 

第 Ⅰ 部 「 自 動 運 転 時 代 へ の 突 入 」  

第 1 回 「 は じ め に 」、 第 2 回 「 自 動 運 転 を め ぐ る 世 界 と 日 本 の 動

き 」、 第 3 回 「 自 動 運 転 車 の 開 発 と 普 及 」、 第 4 回 「 テ ス ラ の EV と

AV 戦 略 」、 第 5 回 「 自 動 運 転 時 代 の 到 来 と 自 動 車 保 険 市 場 」  

 

第 Ⅱ 部 「 世 界 に お け る 自 動 車 保 険 と 交 通 被 害 者 保 護 制 度 」  

第 6 回 「 自 動 車 保 険 の 誕 生 と そ の 強 制 化 の 歴 史 」、 第 7 回 「 日 本

に お け る 自 動 車 保 険 と 自 賠 責 保 険 の 誕 生 」、第 8 回「「 米 国 に お け る

自 動 車 保 険 と そ の 強 制 化 」、 第 9 回 「 韓 国 に お け る 自 動 車 保 険 と そ

の 強 制 化 」、第 10 回「 ド イ ツ に お け る 自 動 車 保 険 と そ の 強 制 化 」、第

11 回「 イ ギ リ ス に お け る 自 動 運 転 時 代 の 自 動 車 保 険 制 度 」、第 12 回

「 世 界 の 強 制 自 動 車 保 険 制 度 の 類 型 化 」  

 

第 Ⅲ 部 「 自 動 運 転 時 代 に お け る 自 動 車 保 険 と 被 害 者 保 護 の 方 向 性 」 

第 13 回 「 自 動 運 転 時 代 の 自 賠 責 保 険 」、 第 14 回 「 自 動 運 転 時 代

の 自 動 車 保 険 で 考 慮 さ れ る べ き テ ー マ 」、第 15 回「 自 動 車 保 険 の 料

率 制 度 の 歴 史 と 今 後 の 方 向 性 」、 第 16 回 「 ま と め と 提 言 」  

 

本 論 考 は 、自 動 運 転 時 代 に お け る リ ス ク と 保 険 制 度 に つ い て 真 正

面 か ら 議 論 し 、想 定 さ れ る あ ら ゆ る 可 能 性 を 探 る 試 み で あ る 。本 テ

ー マ に は 不 確 定 要 素 が 多 い が 、専 門 家 の 枠 を 超 え て 多 く の 皆 様 に 是

非 ご 一 読 を お 願 い す る と と も に 、忌 憚 の な い ご 意 見 、ご 鞭 撻 を 切 に

期 待 し た い 。  

（ 小 島 修 矢 ： ト ム ソ ン ネ ッ ト Ｓ Ｂ Ｐ ）  


